
農山村地域においては、集落が市町村、
NPO法人等多様な主体と連携を行い、農山漁
村の持つ豊かな自然と「食」を健康等に活用す
る取組を支援するとともに、福祉、教育、観光
等と連携した都市と農山漁村との共生・対流に
関する取組については、重点的に支援する。
また、社会福祉法人等が高齢者のデイサービ
スの一環として利用する農園の整備や、高齢者
を対象とした生きがい農園の整備を実施する。
さらに、生産現場の構造改革を加速化するた
め、人・農地プランの見直しや新規就農者の定
着のための経営・技術指導等を進める地域連携
推進員として、リタイヤした高齢農業者のノウ
ハウを積極的に活用する。
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、
農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境
の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開
かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を
図る。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ
う、農山漁村における農業施設等のバリアフ
リー化等の整備、高齢者等による農作業中の事
故が多い実態を踏まえ、地域ぐるみでの農作業
安全活動を実践する体制の整備を促進するとと
もに、高齢農業者の安全意識を効果的に高める
啓発方法の検討及び農作業安全の全国運動を実
施する。
加えて、「水産基本法」（平成13年法律第89
号）に基づき策定された「水産基本計画」（平
成24年3月閣議決定）を踏まえ、高齢者に配慮
した浮桟橋や屋根付き岸壁等の施設整備を実施
する。

5　高齢社会に対応した市場の活性化と
調査研究推進のための基本的施策

（1）高齢者向け市場の開拓と活性化
ア　医療・介護・健康関連産業の強化
医療機関と民間事業者が連携して、公的保険
外の予防・健康管理サービスなどを提供する
「健康寿命延伸産業」の創出に向けて、事業環
境の整備（グレーゾーン（新事業に係る関連規
制の適用有無が不明確な領域の解消等））、企業
による健康投資の促進、健康関連商品・サービ
スの品質評価などの主な課題について、基盤整
備や事業化の推進を行う。

イ　不安の解消、生涯を楽しむための医療・介
護サービスの基盤強化
医療・介護従事者不足や医師の診療科偏在・
地域偏在の課題等の解決のための取組として、
平成26年度も引き続き、地域医療支援センター
の拡充、チーム医療の推進等を行っていく。医
学部入学定員については、20年度から段階的
に増員を行ってきているが、26年度も28人の
増員を行う（20年度からの増員は累計1,444
人）。病床に応じた医療資源の投入を行い、効
率的・効果的な質の高い医療サービスを安定的
に提供できる体制の構築に向けた取組を進め
る。
さらに、地域包括ケアの推進等により住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで
続けることができるような体制整備を目指し
て、引き続き在宅での医療と介護の連携の推進
など、制度、報酬及び予算面から包括的に取組
を行う。

ウ　地域における高齢者の安心な暮らしの実現
平成26年度においても、地域主導による地
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域医療の再生や在宅介護の充実を引き続き図っ
ていく。そのため、介護関係者のみならず、医
療関係者や地域住民などの多職種で高齢者の支
援方針や地域課題の解決に向けた検討を行う
「地域ケア会議」の取組や、情報通信技術の活
用による在宅での生活支援ツールの整備などを
進め、地域に暮らす高齢者が自らの希望する
サービスを受けることができる社会を構築して
いく。
新たなシニア向けサービスの需要の創造、高
齢者の起業や雇用の促進、高齢者が有する技
術・知識等の次世代への継承等の好循環を可能
とする環境を整備していく。

（2）超高齢社会に対応するための調査研究等
の推進と基盤整備

ア　医療関連分野におけるイノベーションの推
進
国民が安心して利用できる最新の医療環境を
整備する。また、我が国のものづくり力を活か
し、世界に先駆けて我が国発の革新的医薬品・
医療機器を開発するとともに再生医療を推進
し、医療関連分野におけるイノベーションを一
体的に推進する。これにより、健康長寿社会の
実現と我が国の経済成長の実現、積極的な海外
市場への展開を目指す。
また、我が国のバイオ医薬品の国際競争力を
強化するため、我が国の強みであるケミカルバ
イオロジー、計算科学、糖鎖工学等を融合し、
細胞内標的を創薬ターゲットとする技術等、世
界初の次世代バイオ医薬品の創出基盤技術開発
を支援する。

イ　高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する
調査研究等
高齢者の介護予防や健康保持等に向けた取組

を一層推進するため、要介護状態になる大きな
要因である認知症、ロコモティブシンドローム
（運動器症候群）等に着目し、それらの予防、
早期診断及び治療技術等の確立に向けた研究を
行う。
がん対策については、「がん対策推進基本計
画」（平成24年6月閣議決定。以下「基本計画」
という。）に掲げられた3つの全体目標（「がん
による死亡者の減少」、「全てのがん患者とその
家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」、
「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」）
の達成のため、「放射線療法、化学療法、手術
療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療
従事者の育成」、「がんと診断された時からの緩
和ケアの推進」、「がん登録の推進」、「働く世代
や小児へのがん対策の充実」等の課題について
総合的かつ計画的に取り組んでいく。がん研究
についても、基本計画に基づき策定される、新
たながん研究戦略に基づくがん研究を実施す
る。基本計画に明記されている政策課題の解決
に向けた政策提言に資することを目的とした調
査研究等に加えて、がんの新たな予防法・早期
発見手法の実用化、新規薬剤・医療機器開発、
標準治療の開発等を目指した研究を強力に推進
する。特に、小児がんや高齢者のがん、難治性
がん、希少がん等、ライフステージや個々の特
性に着目したがん研究を強力に推進することに
よりライフステージ別のニーズに応じたがん医
療の提供を目指す。
また、がん・認知症の早期診断・治療薬開発
に資する分子イメージング技術の実証に向けた
研究等を行うとともに、次世代のがん医療の実
現に向けて、革新的な基礎研究の成果を厳選
し、診断・治療薬の治験等に利用可能な化合物
等の研究を推進する。さらに、こうした成果も
活用しつつ、個人に最適な医療の実現に向けた
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取組を引き続き推進する。
ロボット技術、再生医療、IT等を応用して、
低侵襲の治療装置や早期に疾患を発見する診断
装置など、日本発の、国際競争力の高い革新的
医療機器・システムを開発・実用化を行う。ま
た、ものづくり中小企業と医療機関等との医工
連携により、医療現場の課題に応える医療機器
の開発・実用化を推進し、医工連携支援機能を
整備するとともに、支援機関の連携体制を構築
する。

ウ　高齢者の自立・支援等のための医療・リハ
ビリ・介護関連機器等に関する研究開発
高齢者等の自立や社会参加の促進及び介護者
の負担の軽減を図るためには、高齢者等の特性
を踏まえた福祉用具や医療機器等の研究開発を
行う。
福祉や医療に対するニーズの高い研究開発を
効率的に実施するためのプロジェクトの推進、
短期間で開発可能な福祉用具・医療機器の民間
による開発の支援等を行う。
その一環として、高齢者の生活支援・社会参
加拡大などに寄与するため、日常生活における
行動・コミュニケーション支援において必要と
なる簡単な動作や方向、感情などを強く念じた
際に生じる脳からの信号を利用し、移動支援機
器やコミュニケーション支援機器などに伝える
ことを日常的に可能とする技術の研究開発を引
き続き推進する。
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関す
る法律」（平成5年法律第38号）に基づき、福
祉用具の実用化開発を行う事業者に対する助成
や、研究開発及び普及のために必要な情報の収
集・分析及び提供を実施する。
また、民間企業等が行う高齢者や介護従事者
等の現場のニーズに応えるロボット技術の研究

開発を引き続き支援する。
さらに、開発の早い段階から介護現場のニー
ズを伝達し、試作機器について介護現場での実
証（モニター調査・評価）等を行い、介護ロ
ボットの実用化を支援する。

エ　情報通信の活用等に関する研究開発
高齢者等が情報通信の利便を享受できる情報
バリアフリー環境の整備を図るため、引き続
き、高齢者等向けの通信・放送サービスに関す
る技術の研究開発を行う者に対する助成等を行
う。
また、最先端の情報通信技術等を用いて、運
転者に対し、周辺の交通状況等をカーナビゲー
ション装置を通じ視覚・聴覚情報により提供す
ることで危険要因に対する注意を促す安全運転
支援システム（DSSS）やITSスポット等、高
齢者等の安全快適な移動に資するITS（高度道
路交通システム）の研究開発及びサービス展開
を実施する。

オ　高齢社会対策の総合的な推進のための政策
研究

（ア）政策研究調査
65歳以上の高齢者が今後さらに増加するこ
とが見込まれる中で、一人暮らし高齢者の意識
や現状を把握し、一人暮らし高齢者への支援、
地域コミュニティの再構築等を推進するための
方策を検討する「政策研究調査」を実施する。

（イ）高齢社会対策総合調査・研究等
高齢社会対策の施策分野別にテーマを設定し
て高齢者の意識やその変化を把握するため、平
成26年度は、「高齢者の日常生活に関する意識
調査」を実施する。
また、高齢者等の安全・安心な生活の実現の
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ために、独立行政法人科学技術振興機構が実施
する戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開
発）において、研究者と関与者との協働による
社会実験を含んだ、高齢社会の問題解決に資す
る研究開発を推進する。

（ウ）中高年齢層の歩行中死亡事故抑止のた
めの段階的教育手法に係る調査研究

交通事故死者数のうち横断歩行中死者の特徴
を見ると、年齢層別では50歳代から死亡者数
が増加の一途をたどり、70歳代半ばから急激に
増加することから、よりきめ細かな交通安全教
育に資するため、横断行動について年齢層別の
特徴等を把握・分析する調査研究を実施する。

（エ）高齢者講習の在り方に関する調査研究
平成25年度及び26年度の2か年で実施する
高齢者講習の在り方に関する調査研究におい
て、26年度は、25年度の結果を踏まえ、高齢
者講習のカリキュラム内容の検討を行うととも
に、その試行実施等を行い、高齢者講習の合理
化及び講習内容の更なる充実（高度化）に向け
た方策について検討を行う。

（オ）視野と安全運転の関係に関する調査研
究

平成25年度及び26年度の2か年で実施する
視野と安全運転の関係に関する調査研究におい
て、25年度の結果を踏まえ、視野データの採
取並びに視野及び事故・違反状況の関係調査を
行い、安全な運転に影響を与える視野の程度及
び視野検査の具体的な方法についての検討を行
う。

6　全世代が参画する超高齢社会に対応
した基盤構築のための基本的施策

（1）全員参加型社会の推進
ア　若年者雇用対策の推進
新卒者・既卒者の就職支援を強化するととも
に、ハローワークにおけるフリーター等に対す
る正規雇用の実現に向けた支援を行うことによ
り、我が国の将来を担う若者が安心・納得して
働き、その意欲や能力を十分に発揮できるよ
う、若者の雇用対策を推進する。

（ア）大学などの新卒者・既卒者に対する就
職支援の推進

新卒応援ハローワークにおいて、既卒3年以
内の者を新卒扱いとすること等の促進や、卒業
後も「正社員就職をあきらめさせない」継続的
な支援、就職後の定着支援等を強化するととも
に、詳細な採用情報等を公開して積極的に若者
を採用・育成する「若者応援企業」の普及拡
大・情報発信の強化を図る。

（イ）フリーター等の正規雇用化の推進
フリーターなどの正規雇用化のための支援拠
点として、わかものハローワーク等を充実し、
民間の活力も活用しつつ、セミナー等の開催や
求職者支援制度の活用等を通して、一人ひとり
のニーズに応じた支援メニューを提供する。
また、若者の「使い捨て」が疑われる企業等
への対応策の強化として、わかものハローワー
ク等への「在職者向け相談窓口」の設置等を行
い、相談体制を強化する。
さらに、職業経験、技能、知識から安定的な
就職が困難なフリーター等について、原則3か
月間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移
行を図る「トライアル雇用奨励金」の活用を推
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